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令和４年度第３回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：令和４年５月１６日 

                    担当部・課：建設部下水道管理課〔内線５６８２〕 

① 件  名 

 

浄化槽等設置整備事業費補助金の見直しについて 

 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

 

【背景】 

生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、下水道事業認可区域や農業・漁業集落

排水事業が実施されている区域以外で、住宅に浄化槽の設置を行う者に対し、設置に係る費用の

一部を補助している。 

  令和４年３月１６日に発生した福島県沖を震源とする地震による住宅の浄化槽の故障の事例が

みられるが、現行の補助金交付要綱は、災害により故障した浄化槽の更新、設置、改築について規

定していない。 

 

【目的】 

 災害に伴い必要となった住宅の建て替えによる浄化槽の設置、故障した浄化槽の更新及び既設

の浄化槽の改築に要する費用の一部を補助対象とし、市民に周知することで、当該補助事業を必

要とする市民の利用促進を図り、ひいては生活環境及び公衆衛生の維持・向上を図る。 

 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

 

【根拠法令】 

 石巻市浄化槽等設置整備事業補助金交付要綱（平成１７年石巻市告示第１１６号） 

 循環型社会形成推進交付金交付要綱（環境省） 

循環型社会形成推進交付金交付取扱要領（環境省） 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】  

 第２章 都市と自然が調和し快適とやすらぎが生まれるまち 

  第３節 安全安心な住環境と都市機能の整備の推進 

   ７ 下水道等の整備を推進する 

 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

 

 

 平成１７年４月  石巻市浄化槽等設置整備事業費補助金交付要綱施行 

 令和 ４年３月  福島県沖を震源とする地震（Ｍ７．４・石巻市震度６弱） 

当該地震に起因する浄化槽故障の事例が発生 
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⑤ 主な内容 

交付対象の見直し 

改正後 現行 

（１）住宅に浄化槽を設置しようとする者 

（２）既に住宅に浄化槽を設置している者で、

災害に伴い必要となった 

・建て替えによる浄化槽の設置 

・故障した浄化槽の更新 

・既設の浄化槽の改築 

をしようとする者【対象拡大】 

（３）令和４年３月１６日に発生した福島県

沖を震源とする地震により被害を受けた

者は、遡及して上記（２）の対象とする。 

住宅に浄化槽を設置しようとする者 

 

   ※浄化槽は、いずれも処理対象人員１０人以下のもの。 

 ※下水道法の事業認可を受けた予定処理区域及び農業・漁業集落排水事業計画区域（事業の

整備が当分の間見込まれない地域は除く。）は、補助金の交付対象外 

 ※災害救助法による住宅の応急修理制度など他の制度で救助、支援を受ける場合は、補助金

の交付対象外 

 ※災害による浄化槽の設置等に係る補助申請期間は、発災日の翌日から起算し６か月とする。 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

 

【影響・効果】 

災害に伴い故障した浄化槽の更新等が促進され、生活環境及び公衆衛生の維持・向上が図られる。 

 

【市財政への負担】 

近年の実績（令和４年度は予算措置状況）              （単位：千円）   

 

 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 

基数 事業費 基数 事業費 基数 事業費 

5人槽（上限 332千円） 51 16,932 39 12,948 50 16,600 

7人槽（上限 414千円） 25 10,350 19 7,866 32 13,248 

10人槽（上限 548千円） 3 1,644 5 2,740 3 1,644 

合  計 79 28,926 63 23,554 85 31,492 

 

令和４年度事業費 ３１，４９２千円 

（財源） 

国（循環型社会形成推進交付金）１／３ 

※現時点で見込まれる災害に伴い故障した浄化槽の更新等への補助については、既存予算の範囲

内で対応 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

宮城県内で、白石市及び南三陸町において、災害に伴い故障した浄化槽の更新等に対し、補助金

を交付 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

 令和４年５月 ・石巻市浄化槽等設置整備事業補助金交付要綱の一部改正 

（令和４年５月１６日施行予定） 

・ホームページ・窓口で案内 

・浄化槽管理会社へ情報提供 

※令和４年３月１６日に発生した福島県沖を震源とする地震の被害に伴い、既に

浄化槽の更新等を完了した場合でも、本件補助の対象とし、令和４年１１月 

３０日までは補助金交付申請を受け付ける。 

⑨ その他 

 

 


